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泉崎村育英基金募集要項
　  育英基金は本村出身の生徒及び学生で、能力があっても経済的な理由により修学困難であると認めら

　　　れる者に対して奨学資金を貸与し、教育の機会均等を図り、健全な社会の発展に貢献することを目的
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として、奨学生に対し資金の貸与を行います。
●奨学金出願手続

(1)募集時期　３月２日(月)～３月１３日(金)　午後５時まで　
 提出書類　(用紙は教育委員会にあります)

・奨学生願書（様式１）

・世帯全員の所得証明書

・請書(様式２)

・奨学生推薦調書(様式３)

(2)申請手続

　　　　　それぞれの提出書類に記入の上、泉崎村教育委員会へ提出する。

●応募資格

(1) 高等学校・高等専門学校、短期大学、大学及びこれらの教育機関と同等とみなされるその他の教育機関に在学し、品行が正しく学術にすぐれ、身体が強健であること。

(2) 奨学生及びその父母が泉崎村に引き続き1年以上居住していること。

(3) 経済的理由により修学が困難と認められること。

(4) 国・県又は、他の団体から同種の奨学資金の貸与又は給付を受けていないこと。ただし、特に必要と認めるときはこの限りでない。

(5) 泉崎村育英基金募集要項及び選考要領等による。
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●奨学資金の種類・貸与月額

	種　　　類
	貸　　与　　月　　額

	高等学校
	２０，０００円

	高等専門学校
	２０，０００円

	短期大学
	４０，０００円※２

	大学
	４０，０００円※２


※１専門学校は短期大学（月額40,000円）と同種の区分とします。

●貸与の条件（※２制度改正により変更となる場合があります。）
(1) 貸与利息　　無利息

(2) 貸与期間　　奨学生の在学する学校等の正規の修学期間

(3) 償還方法　  貸与期間の終了から７日以内に「借用書」を提出するとともに、その６ヶ月後から    １０年以内※２において年賦、半年賦、月賦により返還すること。

(4) 返還猶予　　奨学生が、更に上級学校に進学したとき又は災害疾病その他の正当な事由により奨学資金の償還が困難と認められるとき。

(5) 償還免除　　奨学生の死亡、不具廃疾となったとき、貸付金の一部又は全部を免除することが

できる。

(6) 貸付休止　　奨学生が休学したとき、その期間貸与を休止する。

(7) 貸付停止　　次に該当するときは、資金の貸付を停止廃止する。

① 成業の見込みがないとき。

② 成績、素行が不良になったとき。

③ 休学、転学の事由が適当でないとき。

④ 資金を必要としなくなったとき。

⑤ その他奨学生として適当でないと認めたとき。
●通知の義務

奨学生は、次に該当するときは、ただちに文書でその旨を教育委員会に届けなければならない。　　　ただし、奨学生が届けることが出来ない場合は、保護者又は、連帯保証人が届けなければならない。

① 氏名・住所を変更したとき。

② 休学・復学・転学・停学・退学したとき。

③ 貸付停止及び廃止条件に該当したとき。

④ 連帯保証人の氏名・住所・職業の変更及び連帯保証人の保証の能力がなくなったとき。

⑤ 奨学生及び連帯保証人が死亡したとき。

●奨学生の決定及び奨学金の交付

①教育長は書類を審査し、選考委員会の意見を聞いて、奨学生を決定する。決定された奨学生には、「決定通知書」を送付する。

②決定された奨学生は、教育長に「誓約書」その他書類を提出する。

・誓約書（様式５）・連帯保証人（２名）の所得証明書・保証人の印鑑証明書・保証人の納税証明書
・在学証明書・預金通帳の写し（奨学生本人口座）裏表※郵貯局は不可
（注）：連帯保証人は、泉崎村に居住する成年者で奨学資金の返済の責を負うことのできる者２名（所得については就労によるものとし、年金収入による所得は返済の責を負うことができる者には当たらない）とし、過去２年間に税金等の滞納がないこと。ただし、うち１名は、奨学生の直系尊属以外の者とする。

前項の奨学生の直系尊属以外の者が、泉崎村に居住する成年者がいない場合は、その理由書を添付することにより村外居住者も認めることができる。※連帯保証人は所得証明書、納税証明書及び印鑑証明書を添えて提出する。
③教育長は、決定により本人に「決定通知書」を送付するとともに、本人名義の金融機関口座に奨学資

金を送金する。奨学資金は、特別のことがない限り毎月送金する。
●奨学資金の休止等

教育長は、奨学生が奨学資金の休止・停止・廃止事項に該当すると認めたとき、又は奨学資金の辞退を認めたときは本人に通知し奨学資金の停止等を行う。

≪申請の流れ≫






　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　 


　 　　　　　　　　　　　　　



　　　　　　　　　奨学金の貸与が決定した方は

　　　　　　　　　口座開設、在学証明等の

　　　　　　　　　手続きを行います。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　●経済力基準
経済的理由により就学困難と認められるかどうかの判断は、本人の属する世帯人員別収入基準額を設定し、本人の属する世帯の1年間の総所得金額と、これに対する世帯構成を考慮した認定総所得金額を算出し、この額が収入基準を上回っていないことを原則とする。

(1) 世帯人員の基準

本人の属する世帯とは、同居、別居を問わず、本人と生計を一緒にする家族の世帯をいう。

世帯人員の認定は次による。

①同一の住居に居住している家族は、原則として同一世帯員とする。

②次の場合は、同一の住居に居住していなくても、同一世帯とする。

a 父母又は父母に準じて家計を支えている者が、出稼ぎ又は勤務地の関係で別居しているとき。

b 就学又は病気療養等のため一時別居しているとき。

c 別居の祖父母を主として扶養しているとき。

d その他上記のいずれかと同様の状態にあたるとき。

(2) 収入基準額表

	区分
	金額（千円）
	区分
	金額（千円）

	世帯人員
	1人
	１，５００
	世帯人員
	5人
	３，２３０

	
	2人
	２，３９０
	
	6人
	３，３９０

	
	3人
	２，７４０
	
	7人
	３，５５０

	
	4人
	３，０００
	
	8人
	３，７１０


＊世帯人員が８人を越える場合は、1人増すごとに１６０千円を、それぞれ世帯人員8人の収入基準額に加算する。

(3) 総所得金額の算出

本人の属する世帯の出願時の前年1年間の総収入金額から必要経費を控除した金額（給料所得の場合は別表１により算出した金額とし、これ以外の所得金額については所得証明又は確定申告による所得証明）とする。
※同一世帯内に複数の給与所得者がいる場合は、別表１によりそれぞれ別に算出する。

(4) 認定総所得

総所得金額から別表２の特別控除額を控除した金額とする。

●税金及び使用料等の滞納額

村税等及び各課の使用料等の滞納額がないことを原則とする。

別表　１

給与所得の計算式

	収入金額1,510千円以下のもの　・・・・・・・・・・・　所得金額＝０円とする。

収入金額1,510千円を越え、2,000千円までのも　・・・・　収入金額×0.8－1,210千円＝所得金額

収入金額2,000千円を越え7,700千円までのもの　・・・・　収入金額×0.7－1,010千円＝所得金額

収入金額7,700千円を越えるもの　・・・・・・・・・・・　収入金額－3,320千円＝所得金額


別表　２

特別控除額表

	区分
	特別の事情
	特別控除額

	Ａ世帯を対象とする控除
	(1) 母子・父子世帯であること
	４３０千円

	
	(2) 就学者のいる世帯であること

（児童・生徒・学生一人）
	小学校８０千円

	
	
	中学校１４０千円

	
	
	
	
	自宅通学
	自宅外通学

	
	
	高等学校
	国・公立
	250千円
	410千円

	
	
	
	私立
	350
	510

	
	
	高等専門学校
	国・公立
	300
	470

	
	
	
	私立
	510
	680

	
	
	大学
	国・公立
	500
	870

	
	
	
	私立
	860
	1,230

	
	
	専門学校
	高等課程
	国・公立
	150
	240

	
	
	
	
	私立
	310
	400

	
	
	
	専門課程
	国・公立
	200
	530

	
	
	
	
	私立
	620
	950

	
	(3) 障害者のいる世帯であること
	障害者一人につき　　　　　　　　　740千円

	
	(4) 長期療養者のいる世帯であること
	療養のため経済的に特別な支出をしている金額

	
	(5) 主たる家計支持者が別居している世帯であること
	別居のため特別に支出している金額。ただし610千円を限度とする

	
	(6)父母以外の者で所得（別表１所得金額）を得ている者がいること。
	父母以外の者の所得一人につき３３０千円。ただしその所得が３３０千円未満の場合はその所得全額。

	Ｂ　本人を対象とする控除
	志願者本人が進学する大学
	国・公立大学
	自宅通学
	２５０千円

	
	
	
	自宅外通学
	４１０千円

	
	
	私立大学
	自宅通学
	３５０千円

	
	
	
	自宅外通学
	５１０千円


（参考資料）　
詳しくは　泉崎村教育委員会　教育課　学校教育係までお問い合わせください。
℡０２４８－５４－１５３３　Fax０２４８－５３－１４１４
（募集要項2026）





貸付開始





初回の送金は５月からです。


（５月に4.5月の２ヶ月分を支払う）


毎月の支払日は２１日です。


※休学・退学のあった場合は至急教育委員会へ連絡。





事前審査


出　　願





出願受付期間は


令和８年３月　２日（月）から


令和８年３月１３日（金）まで








※期日厳守のため受付最終日


午後５時締め切り（厳守）





事前審査の結果は３月下旬までに通知される。





事前審査結果


通　　　　知





貸付終了





就職活動・償還準備を進める期間


（貸付終了から半年間）





本申請出願


申請書類提出





仮申において借用条件を、すべて満たした者が出願可能。


必要書類を教育委員会へ提出。


令和８年４月１３日（月）


午後５時締め切り（厳守）














卒業から６ヶ月後、いよいよ償還が始まります。10年以内において年賦、半年賦、月賦により返還しなければなりません。


農協もしくは役場窓口で現金払い（手数料無料）。銀行振替の場合は振込手数料あり。（本人負担）


（返済例）大学生(４年)　　　　　　


月貸付額40,000円×48回=1,920,000円


月返済額16,000円×120回=1,920,000円








奨学金償還開始





奨学金利用者の成績・人物、家計等の状況に基づき選考。


審査結果は５月上旬に出願者全員に通知。





選考委員会





決 定 通 知





各種手続き








